
大崎町 eスポーツ大会委託業務に係る企画提案競技実施要項 

 

１　目的 

e スポーツは、若年層だけではなく幅広い年齢層で楽しめるコンテンツであり、その人

気は日本においても高まりつつあるなかで、eスポーツにおける町民の認知度向上及び交

流人口の増を図り、地域経済への波及や地域の活性化につなげることを目的とする。 

 

２　業務の概要 

(1) 業務名 

 　　 　大崎町 eスポーツ大会開催業務 

(2) 業務内容 

 　　　 別添「大崎町 eスポーツ大会業務に係る仕様書」（以下「仕様書」という。）による。 

(3) 委託期間 

契約締結日から令和９年３月 10 日まで 

(4) 契約限度額　　5,000 千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

　　　　なお、参考見積書の金額が契約限度額を超過した場合は失格とする。 

 

３　参加資格要件 

次の(1)から(10)の全てに該当する者とする。なお、本プロポーザルは異なる種の eス

ポーツ体験や教室、イベントの企画・運営など多岐にわたることから、多様な企業の参加

を募ることを目的として、共同事業体の参加も認めるものとする。 

(1) 大崎町での入札参加有資格を有する者。未登録者においては、令和８年６月 15 日ま

でに入札参加資格の登録を行うこと。 

(2) 地方自治法施行令第（昭和 22 年政令第 16号）167 条の４の規定にいずれも該当しな

いこと。 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続き開始の申し立

てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続き開始の申し立

てがなされている者でないこと。 

(5) 大崎町が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成 28 年６月 27 日告示第 41

号）第３条及び大崎町建設工事等における暴力団排除措置要綱（平成 22 年 11 月４日告

示第 56 号）第２条に規定する対象に該当しないこと。 

(6) 国税及び地方税に滞納がないこと。 

(7) これまでに eスポーツイベントや体験会等の主催、共催、協力の実績があること。 

(8) 経営状況及び経営規模において、本業務の遂行に支障がない者であること。 

(9) 本事業の趣旨を十分に理解し、仕様書に基づき委託事業を実施するために必要な組織、

人員、資金等の経営基盤を有し、的確に遂行できること。 

(10) 個人情報の取扱いについて、適切な保護措置を講じる体制を確保できること。 

 



４　参加資格の停止 

参加資格があると認めた者が次の項目に該当することとなったときは、参加を取り消す

こととする。 

(1) 審査日までに大崎町の入札参加者の資格を喪失したとき。 

(2) 審査日までに本件プロポーザルの参加に必要な資格を欠くこととなったとき。 

(3) 提出した書類に虚偽の内容が記載されているとき。 

(4) 選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行ったとき。 

(5) 参考見積書の金額が契約限度額を超過した場合。 

(6) その他町長が特にプロポーザルに参加させることが不適当であると認めたとき。 

 

５　スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６　

企画提案書等の提出方法 

　(1) 下記に掲げる書類を提出期限までに郵送すること。 

　(2) 提出場所 

〒899-7305　鹿児島県曽於郡大崎町仮宿 1029 番地 

大崎町役場 商工観光課 広報観光係 

　　※　提出期間内に、持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に

よることとし、郵便事故等については提出者のリスク負担とし、異議を申し立てること

はできない。)により提出すること。 

　 

 

 期日 内容

 ①令和８年５月 25 日 募集要項等の公表

 ②令和８年６月１日 質問の提出期限

 ③令和８年６月８日 質問回答

 ④令和８年６月 11 日　17 時まで 参加表明の提出期限

 ⑤令和８年６月 23 日　17 時まで 企画書の提出期限

 ⑥令和８年６月 29 日（予定） 書類審査

 ⑦令和８年７月３日 （予定） 結果通知

 ⑧令和８年７月 10 日（予定） 契約締結

 ⑨令和８年７月 15 日（予定） 業務開始

 書類の名称 提出部数 提出期限

 ア プロポーザル参加表明書（様式１） １部  

令和８年６月 11日 17 時（必着） イ eスポーツ推進業務実績調書（様式２） １部

 ウ 会社概要及び会社沿革（簡潔なもの） １部

 エ 共同事業体協定書（該当する場合のみ） １部

 オ 企画提案書　一式 ８部 令和８年６月 23日 17 時（必着）



(3) 提出書類等について 

ア プロポーザルの参加に要する一切の費用（企画提案書作成費、交通費等）は事業者の

負担とする。 

イ 提出された企画提案書等は返却しない。 

ウ 提出された書類は事業者の選定を行う作業に必要な範囲内において、本町で複製を

作成することがある。 

エ 企画提案書の受理後はいかなる追加及び修正を認めない。 

オ 提出された企画提案書等が次に該当する場合は無効とする。 

① 企画提案の内容が本要項の条件に適合しないもの 

② 虚偽の記載があるもの 

 

７　企画提案書の内容 

　 　 企画提案書は、仕様書に留意の上、必ず下記の事項を盛り込むこと。また、プレゼンテ

ーションの機会を設けず提出書類による審査とするため、具体的に記載すること。 

(1) 企画提案書は１者１提案までとする。 

(2) 企画提案書には、次の事項に関する提案を明確に記載すること。また、下記(3) 企画

提案書作成の項目についての項目番号順に企画提案書を作成すること。 

(3) 企画提案書作成の項目について 

Ⅰ業務遂行の体制 

① 組織図 

② 業務責任者 

③ 業務担当者 

④ スタッフの専門性 

⑤ サポート体制 

⑥ 他団体から受託した同種・類似事業の実績 

⑦ 個人情報保護の対策（プライバシーマーク取得など） 

Ⅱ具体的な業務内容 

① e スポーツ大会やエキシビションマッチ等の開催 

② e スポーツ普及に向けた一般向け体験会や公開試合等の実施 

③ 物販・観光 PR イベントの実施 

④ 周知、広報 

⑤ その他、上記以外に eスポーツが大崎町民に広く普及するための提案（独自提案） 

Ⅲその他 

 参考見積書（８見積りに当たっての前提を参照） 

 

８　見積りに当たっての前提 

参考見積書は A4版で様式は自由だが、業務名と金額（税込み）、積算内訳を記入するこ

と。 

 



９　本業務に関する質疑及び回答 

  　　本件募集内容について質問がある場合は、質問書（様式４）により、メールにより受け

付ける。ただし、他の応募事業者に関する質問には応じない。 

(1) 提出期限　令和８年６月１日（厳守） 

(2) メール　　kanko@town.kagoshima-osaki.lg.jp 

(3) メールの件名 

　「大崎町 eスポーツ大会委託業務に関する質問」とすること。 

(4) 回答方法 

提出期日後、質問者に関する情報は伏せたうえで、６月８日までに質問者にメールで

回答したうえで町ホームページに掲載する。 

 

10　受託候補者の選定 

  　　受託希望者から提出された企画提案書について、本町が設置する審査委員会による審査

を行い、受託候補者の順位を決定する。提案者の提出資料については、以下の各審査項目

に基づき採点する。 

 　 　なお、提案が１件のみであった場合も選定委員会で協議のうえ、選定の可否を決定する。 

(1) 審査 

次ページの【審査項目及び評価のポイント】に沿って審査を行う。 

各項目における各審査員の審査結果から算出する平均点の合計得点を審査結果とし、

第一順位の者を受託候補者として選定する。ただし、合計点が６割を下回るときは、応

募事業者が１事業者のみであっても、受託候補者として選定しない。 

　　(2) 審査後の通知 

前述の審査後、速やかに受託希望者に対し順位を通知するとともに、受託希望者第一

順位の事業者（以下「第一受託候補者」という。）と受託内容の確認等を行う。 

なお、評価内容及び選定結果についての問い合わせや異議申し立ては受け付けない。 

(3) 選定結果の公表 

受託候補者の選定後、選定の結果等をホームページにて公表する。 

(4) 審査後の手続き 

第一受託候補者と契約協議を行い、詳細な業務内容の確認その他の受託条件について

合意に達した後に委託契約を締結する。 

ただし、第一受託候補者と契約条件について合意に達しなかったときは、次点の受託

候補者と契約協議を行う。 

 

 

 

 

 

 

 



【審査項目及び評価のポイント】 

　　 

11 問い合わせ 

 〒899-7305　鹿児島県曽於郡大崎町仮宿 1029 番地 

大崎町役場 商工観光課 広報観光係 

TEL：099-476-1111(232)　　メール：kanko@town.kagoshima-osaki.lg.jp

 　 審査項目 評価のポイント

 Ⅰ業務遂

行の体制 

【配点 

25 点】

体制 ・業務を遂行できる能力及び組織体制を有しているか。 

・業務責任者について、eスポーツにおける知識及び能力等が明示され　　 

ており、適切であるか。 

・緊急時の連絡や迅速な対応体制が整っているか。

 実績 ・本業務と同様、又は類似の事業の実績があるか。

 個人情報の保護 ・個人情報管理は適切か（情報セキュリティ管理体制等）。

 Ⅱ具体的

な業務内

容 

【配点 

60 点】

業務目的に沿った

企画提案

・提案された内容は、総じて今回の業務目的を理解し提案されている

か。

 e スポーツ大会やエ

キシビションマッ

チ等の開催

・大会等におけるゲームタイトルは知名度も高く、多くの参加者が見込

まれるか。 

・ゲストは著名な人物で幅広い集客が見込まれるか。 

・競技方法は適正で会場の盛り上がりが期待できるものであるか。

 e スポーツ普及に向

けた一般向け体験

会や公開試合等の

実施

・eスポーツを経験したことのない方でも来場し、体験できる内容とな

っているか。 

・大会と連動し盛り上がるような一般向けのイベントが提案されている

か。 

・教育や医療福祉など eスポーツの様々な分野での可能性を提案するプ

ログラムとなっているか。

 物販・観光 PRイベン

トの実施

・大会や体験会と連動し、来場者満足度が上がることが期待できる 

か。 

・大崎町をはじめ、出店者の PRになるような提案となっているか。

 周知・広報 ・広報、周知方法の提案は、イベント参加を期待する層に確実に届く手法

がとられているか。

 上記以外にeスポー

ツが大崎町民に広

く普及するための

提案（独自提案）

・提案された内容は、今後の eスポーツの普及が期待でき、事業効果を高

めることのできる内容か。

 Ⅲその他 

【配点 

15 点】

経費 ・見積書における総額が最も低い者を満点。次点以降は、３割ずつ減算

した点数を付する。


